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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電機負荷と、
　燃料電池及び蓄電器と、を備える電源システムであって、
　前記燃料電池及び前記蓄電器の少なくとも一方の電力が入力され、入力された電力の電
圧を変換して前記電機負荷に出力する複数の電圧変換器を有し、
　複数の前記電圧変換器中、少なくとも１つの電圧変換器が、前記燃料電池の電力及び前
記蓄電器の電力が入力可能な共用電圧変換器として構成され、且つ少なくとも１つの電圧
変換器が、前記燃料電池の電力が入力される燃料電池用電圧変換器として構成され、
　前記共用電圧変換器では、該共用電圧変換器の出力電圧が前記電機負荷の電力要求に応
じた目標電圧となるように電圧フィードバック制御が実行され、
　前記燃料電池用電圧変換器では、該燃料電池用電圧変換器の通過電流が前記電機負荷の
電力要求に応じた目標電流となるように電流フィードバック制御が実行されている
　ことを特徴とする電源システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の電源システムにおいて、
　前記電機負荷の要求電力を設定する電機負荷要求電力設定部と、
　設定された前記要求電力に応じて、燃料電池要求電力を設定する燃料電池要求電力設定
部と、
　前記燃料電池が出力可能な出力電力が前記燃料電池要求電力を上回っている場合には、
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前記燃料電池用電圧変換器の前記目標電流を、前記燃料電池要求電力に応じた値に設定す
る通過電流監視部と、を備える
　ことを特徴とする電源システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の電源システムにおいて、
　前記燃料電池用電圧変換器及び前記共用電圧変換器の各前記通過電流の上限値が予め設
定され、
　前記通過電流監視部は、
　前記要求電力が大きくなり、前記燃料電池用電圧変換器における前記電流フィードバッ
ク制御の目標電流が前記上限値又は近傍の値になったとき、前記燃料電池用電圧変換器に
流れる前記通過電流を、前記上限値又は前記近傍の値に固定すると共に、前記共用電圧変
換器に対し、該共用電圧変換器の通過電流の設定上限値まで通過電流が流れることを許容
する
　ことを特徴とする電源システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の電源システムにおいて、
　電流センサが、前記燃料電池用電圧変換器のそれぞれに配されると共に、前記燃料電池
から前記共用電圧変換器側への分岐路に配される
　ことを特徴とする電源システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電源として燃料電池及び蓄電器を有し、前記燃料電池の電圧及び／又は前
記蓄電器の電圧を変換して電動機等の電機負荷に出力する複数の電圧変換器を有する電源
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の電源システムとして、特許文献１－３には、燃料電池から入力された電力の電
圧を変換して電動機に出力する燃料電池側の複数の電圧変換器と、蓄電器から入力された
電力の電圧を変換して電動機に出力する蓄電器側の電圧変換器とを備えた燃料電池システ
ムが開示されている（特許文献１－３の各図１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５４４７５２０号公報
【特許文献２】特許第５７５１３２９号公報
【特許文献３】特許第５８９２３６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した燃料電池システムでは、燃料電池側の電圧変換器では、燃料電池の出力電圧を
目標電圧として制御する（特許文献１の［００２３］、特許文献２の［００２５］）一方
、蓄電器側の電圧変換器では、インバータの入力電圧、ひいては前記電動機の入力電圧を
目標電圧として制御するように構成されている（特許文献１の［００２５］、特許文献２
の［００２８］）。
【０００５】
　しかしながら、上記した従来技術では、燃料電池の出力電圧を目標電圧として制御する
際に、例えば、燃料電池の出力電力が大きい領域では、燃料電池の公知のＩＶ（電流電圧
）特性から理解できるように、電力の増加分に対する電圧の減少分の割合が小さい。
【０００６】
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　このため、燃料電池の出力電圧を目標電圧として制御した場合には、特に、燃料電池の
出力電力が大きい領域にて、燃料電池の出力電力の変動を抑制することが困難になり、結
果として制御性が低下する。
【０００７】
　さらに、燃料電池側の電圧変換器及び蓄電器側の電圧変換器には、それぞれ、連続的に
流せる通過電流制限値が定格あるいは上限値として決定されるが、仮に、蓄電器に比較し
て電力容量の大きい燃料電池の余剰電力の電流を蓄電器側の電圧変換器に供給するように
構成されている場合には、蓄電器側の電圧変換器の通過電流制限値（上限値）を上回る事
態が発生する虞がある。
【０００８】
　この発明は、このような種々の課題を考慮してなされたものであって、燃料電池の制御
性を向上させることを可能とする電源システムを提供することを目的とする。
【０００９】
　また、この発明は、燃料電池の制御性を向上させると共に、蓄電器側の電圧変換器の通
過電流制限値を上回ることなく利用することが可能な新規な電源システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る電源システムは、電機負荷と、燃料電池及び蓄電器と、を備える電源シ
ステムであって、前記燃料電池及び前記蓄電器の少なくとも一方の電力が入力され、入力
された電力の電圧を変換して前記電機負荷に出力する複数の電圧変換器を有し、複数の前
記電圧変換器中、少なくとも１つの電圧変換器が、前記燃料電池の電力及び前記蓄電器の
電力が入力可能な共用電圧変換器として構成され、且つ少なくとも１つの電圧変換器が、
前記燃料電池の電力が入力される燃料電池用電圧変換器として構成され、前記共用電圧変
換器では、該共用電圧変換器の出力電圧が前記電機負荷の電力要求に応じた目標電圧とな
るように電圧フィードバック制御が実行され、前記燃料電池用電圧変換器では、該燃料電
池用電圧変換器の通過電流が前記電機負荷の電力要求に応じた目標電流となるように電流
フィードバック制御が実行されているように構成される。
【００１１】
　この発明によれば、共用電圧変換器では、該共用電圧変換器の出力電圧が前記電機負荷
の電力要求に応じた目標電圧となるように昇圧比を変化させる電圧フィードバック制御が
実行され、前記燃料電池用電圧変換器では、該燃料電池用電圧変換器の通過電流が前記電
機負荷の電力要求に応じた目標電流となるように電流フィードバック制御が実行されてい
る
【００１２】
　このため、例えば、電機負荷の電力要求が高いときに、燃料電池のＩＶ特性による内部
出力抵抗が低い領域、換言すれば、燃料電池の出力電流に対する出力電圧の変化の少ない
領域（低内部出力抵抗領域）における電流フィードバック制御が燃料電池用電圧変換器に
て実行されるので、該電流フィードバック制御の制御性を向上させることができる。
【００１３】
　この場合、電流フィードバック制御の目標値としての通過電流としては、燃料電池の出
力電流を直接的に制御可能な燃料電池用電圧変換器の入力電流に限らず、該燃料電池用電
圧変換器の出力電流を用いてもよい。
【００１４】
　電機負荷としては、車両駆動用の電動機、空気調和装置（エアコン）用のコンプレッサ
駆動用の電動機等を挙げることができる。
【００１５】
　これら電機負荷の電力要求に応じた目標電圧となるよう、電圧フィードバック制御によ
り、共用電圧変換器の出力電圧、すなわち電機負荷の入力電圧を可変しているので、電圧
で制御される電機負荷の電圧要求に的確に応えることができる。
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【００１６】
　この発明に係る電源システムは、さらに、前記電機負荷の要求電力を設定する電機負荷
要求電力設定部と、設定された前記要求電力に応じて、燃料電池要求電力を設定する燃料
電池要求電力設定部と、前記燃料電池が出力可能な出力電力が前記燃料電池要求電力を上
回っている場合には、前記燃料電池用電圧変換器の前記目標電流を、前記燃料電池要求電
力に応じた値に設定する通過電流監視部と、を備える。
【００１７】
　この場合、特に電機負荷に対して過渡的に高い要求電力が設定されたときに、電流フィ
ードバック制御を行っている燃料電池用電圧変換器側の通過電流（電流量）を目標電流に
応じて優先して大きくすることで、電圧フィードバック制御を行っている共用電圧変換器
に過剰な電流（通過電流）が流れることを回避することができる。
【００１８】
　なお、前記燃料電池用電圧変換器及び前記共用電圧変換器の各前記通過電流の上限値が
予め設定され、前記通過電流監視部は、前記要求電力が大きくなり、前記燃料電池用電圧
変換器における前記電流フィードバック制御の目標電流が前記上限値又は近傍の値になっ
たとき、前記燃料電池用電圧変換器に流れる前記通過電流を、前記上限値又は前記近傍の
値に固定すると共に、前記共用電圧変換器に対し、該共用電圧変換器の通過電流の設定上
限値まで通過電流が流れることを許容するように構成してもよい。
【００１９】
　このように、電流フィードバック制御を行っている燃料電池用電圧変換器側の目標電流
である通過電流が上限値に達するまでは、過渡的な電流が、電圧フィードバック制御を行
っている共用電圧変換器に流れることを抑制しているので、共用電圧変換器の設定上限値
、例えば定格電流値を上回る通過電流が流れることを回避することができる。
【００２０】
　すなわち、この発明では、燃料電池用電圧変換器を優先的に使用するが、共用電圧変換
器の通過電流余裕分も使うことができる。
【００２１】
　この場合、電流センサを、前記燃料電池用電圧変換器のそれぞれに配すると共に、前記
共用電圧変換器の合成電流路に配することで、燃料電池用電圧変換器のそれぞれに配され
る各電流センサで取得された電流値と、共用電圧変換器の合成電流路に配される電流セン
サで取得される電流値との、合計電流値により燃料電池の出力電流を取得することができ
る。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明によれば、共用電圧変換器では、該共用電圧変換器の出力電圧が電機負荷の電
力要求に応じた目標電圧となるように昇圧比を変化させる電圧フィードバック制御が実行
され、燃料電池用電圧変換器では、該燃料電池用電圧変換器の通過電流が前記電機負荷の
電力要求に応じた目標電流となるように電流フィードバック制御が実行される。
【００２３】
　このため、例えば、電機負荷の電力要求が高いときに、燃料電池のＩＶ特性による内部
出力抵抗が低い領域、換言すれば、燃料電池の出力電流に対する出力電圧の変化の少ない
領域における電流フィードバック制御が燃料電池用電圧変換器にて実行されるので、該電
流フィードバック制御の制御性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】この発明の実施形態に係る電源システムが具現化された電動車両の概略構成図で
ある。
【図２】図１に示す電動車両中、電圧変換ユニットの回路図である。
【図３】図３Ａは、第１及び第２電圧変換器の回路構成図、図３Ｂは、第３及び第４電圧
変換器の回路構成図である。



(5) JP 6446080 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

【図４】図４Ａは、電圧変換器の交互スイッチング動作を説明するタイムチャート、図４
Ｂは、第１から第４電圧変換器の交替スイッチング動作を説明するタイムチャートである
。
【図５】電動車両の制御処理表を示す図である。
【図６】第１制御処理による電力伝送の模式図である。
【図７】第２制御処理による電力伝送の模式図である。
【図８】図８Ａは燃料電池のＩＶ特性図、図８ＢはＩＶ特性の電流増分に対する電圧増分
を表す特性図である。
【図９】第３制御処理による電力伝送の模式図である。
【図１０】第４制御処理による電力伝送の模式図である。
【図１１】第５制御処理による電力伝送の模式図である。
【図１２】第６制御処理による電力伝送の模式図である。
【図１３】要部に係わる第２制御処理による電力伝送の模式図である。
【図１４】要部に係わる第２制御処理の動作説明に供されるフローチャートである。
【図１５】要部に係わる第２制御処理の動作説明に供されるタイムチャートである。
【図１６】比較例の動作説明に供されるタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、この発明に係る電源システムについて、好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参
照して説明する。
【００２６】
［構成の説明］
　図１は、この実施形態に係る電源システムが具現化された電動車両（車両ともいう。）
１０の概略構成図である。図１において、２重線は、機械連結を示している。また、図１
において、電流の向きは、力行運転時を例として描いている。
【００２７】
　電源システムの具現化は、電動車両１０に限らず、例えば、船舶、軌道車両、及び航空
機等の電動車両以外の輸送機器、並びに、冷凍倉庫又は空調設備等の定置型機器等に適用
することができる。
【００２８】
　図２は、電動車両１０を構成する電圧変換ユニット２０の回路図である。
【００２９】
　図１及び図２に示すように、電動車両１０は、電源としての燃料電池（ＦＣ）１２及び
蓄電器（ＢＡＴ）１４と、力行運転時にトルクを出力可能であり、回生運転時に回生電力
を出力可能な電動機（Ｍ）１６を備える。
【００３０】
　また、電動車両１０は、燃料電池１２の出力電力の電圧であるＦＣ電圧Ｖｆｃ及び蓄電
器１４の出力電力の電圧であるＢＡＴ電圧Ｖｂａｔが入力され、これら出力電力の電圧を
電圧変換し、直流電力の出力端電圧（負荷端電圧ともいう。）Ｖｉｎｖとして電動機１６
に印加する電圧変換ユニット２０を備える。
【００３１】
　さらに、電動車両１０は、電動車両１０の制御に必要な各構成要素と接続され、これら
各構成要素を制御すると共に、電圧変換ユニット２０を制御する制御部としてのＥＣＵ（
Electronic Control Unit）２２を備える。
【００３２】
　具体的にＥＣＵ２２は、後述する各種センサ等の他に、車速センサ８２、及びアクセル
ペダル８４の踏込量センサ（アクセル開度センサともいう。）８５等に接続される。
【００３３】
　電動車両１０の力行運転時に、出力端電圧Ｖｉｎｖは、直流電圧の力行電圧Ｖｐｒとし
てインバータ（２相→３相、３相→２相の双方向電力変換器）２４を介して、ここでは３
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相の交流電力に２相→３相変換されて電動機１６に印加（給電）され、電動機１６は、交
流電力に応じたトルクを発生する。電動機１６により発生されたトルクは、トランスミッ
ション１７を介して又は直接的に駆動輪１８に供給される。
【００３４】
　また、電動機１６は、アクセルペダル８４を開放した回生運転時に交流電力の回生電力
を発生する。この回生電力は、インバータ２４を介して直流電力の電圧である回生電圧Ｖ
ｒｅｇに３相→２相変換される。出力端電圧Ｖｉｎｖとしての回生電圧Ｖｒｅｇは、電圧
変換ユニット２０を介して蓄電器１４の充電に適した電圧に変換され、蓄電器１４を充電
する。
【００３５】
　電圧変換ユニット２０は、コンタクタ２８を介して燃料電池１２の出力端子３０ｐ、３
０ｎ（正側端子３０ｐ、負側端子３０ｎ）に接続される入力端子３２ｐ、３２ｎと、コン
タクタ３４を介して蓄電器１４の入出力端子３６ｐ、３６ｎに接続される入出力端子３８
ｐ、３８ｎと、インバータ２４を介して電動機１６に接続される入出力端子４０ｐ、４０
ｎと、を備える。
【００３６】
　燃料電池１２の出力電圧（ＦＣ電圧）Ｖｆｃと出力電流（ＦＣ電流）Ｉｆｃとがそれぞ
れ電圧センサ４２と電流センサ４４とで検出され、ＥＣＵ２２で取得される。
【００３７】
　ＥＣＵ２２は、取得したＦＣ電圧ＶｆｃとＦＣ電流Ｉｆｃとから燃料電池１２の電力（
発電電力）を算出（取得）する。
【００３８】
　蓄電器１４の出力電圧（ＢＡＴ電圧）Ｖｂａｔと入出力電流（ＢＡＴ電流）Ｉｂａｔと
がそれぞれ電圧センサ４６と電流センサ４８とで検出され、さらに蓄電器１４の温度（Ｂ
ＡＴ温度）Ｔｂａｔが温度センサ４９で検出され、それらがＥＣＵ２２で取得される。
【００３９】
　ＥＣＵ２２は、取得したＢＡＴ電圧ＶｂａｔとＢＡＴ電流ＩｂａｔとＢＡＴ温度Ｔｂａ
ｔとから蓄電器１４の電力を算出（取得）するとともに、予め記憶しているマップ（例え
ば、ＢＡＴ温度ＴｂａｔをパラメータとしたＢＡＴ電圧Ｖｂａｔに対する残容量の特性）
等を参照して蓄電器１４の残容量としてのＳＯＣ（充電状態）を算出（取得）する。
【００４０】
　電圧変換ユニット２０の出力端電圧Ｖｉｎｖ（力行電圧Ｖｐｒ、回生電圧Ｖｒｅｇ）と
入出力電流Ｉｉｎｖ（力行電流Ｉｐｒ、回生電流Ｉｒｅｇ）が、電圧センサ６２と電流セ
ンサ６４とで検出され、それぞれＥＣＵ２２で取得される。
【００４１】
　この場合、ＥＣＵ２２は、取得した出力端電圧Ｖｉｎｖ（力行電圧Ｖｐｒ、回生電圧Ｖ
ｒｅｇ）と出力端電流Ｉｉｎｖ（力行電流Ｉｐｒ、回生電流Ｉｒｅｇ）とから入出力端子
４０ｐ、４０ｎに係わる力行電力又は回生電力を算出（取得）する出力端電力（力行電力
又は回生電力）取得部としての機も有する。
【００４２】
　電圧変換ユニット２０は、第１～第４電圧変換器５１～５４から構成される。
【００４３】
　第１電圧変換器５１は、インダクタ１０１とダイオード１０２と逆並列ダイオード１０
４が接続されたスイッチング素子１０３とから構成され、燃料電池１２の電力のＦＣ電圧
Ｖｆｃを力行電圧Ｖｐｒの負荷端電圧Ｖｉｎｖに昇圧する昇圧コンバータである。
【００４４】
　同様に、第２電圧変換器５２は、インダクタ１１１とダイオード１１２と逆並列ダイオ
ード１１４が接続されたスイッチング素子１１３とから構成され、第１電圧変換器５１と
同様に、燃料電池１２の電力のＦＣ電圧Ｖｆｃを負荷端電圧Ｖｉｎｖに昇圧する昇圧コン
バータである。
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【００４５】
　インダクタ１０１とインダクタ１１１とは、共通のコアにインダクタ１０１及びインダ
クタ１１１を形成する各コイルが逆極性に巻回された構成とされている。
【００４６】
　インダクタ１０１とインダクタ１１１の共通接続点は、第１通電路７１を介し、正側の
入力端子３２ｐ、コンタクタ２８を介して燃料電池１２の正側端子３０ｐに接続されてい
る。
【００４７】
　第３電圧変換器５３は、インダクタ１２１と、逆並列ダイオード１２３が接続されたス
イッチング素子１２４と、逆並列ダイオード１２５が接続されたスイッチング素子１２６
とから構成され、蓄電器１４の電力のＢＡＴ電圧Ｖｂａｔを力行電圧Ｖｐｒの負荷端電圧
Ｖｉｎｖに昇圧する昇圧コンバータとして動作するとともに、回生電圧Ｖｒｅｇの負荷端
電圧ＶｉｎｖをＢＡＴ電圧Ｖｂａｔに降圧する降圧コンバータとしても動作する。すなわ
ち、第３電圧変換器５３は、昇降圧コンバータとして動作する。
【００４８】
　第４電圧変換器５４は、インダクタ１３１と、逆並列ダイオード１３３が接続されたス
イッチング素子１３４と、逆並列ダイオード１３５が接続されたスイッチング素子１３６
とから構成され、第３電圧変換器５３と同様に、基本的には、蓄電器１４の電力のＢＡＴ
電圧Ｖｂａｔを力行電圧Ｖｐｒの負荷端電圧Ｖｉｎｖに昇圧する昇圧コンバータとして動
作するとともに、回生電圧Ｖｒｅｇの負荷端電圧ＶｉｎｖをＢＡＴ電圧Ｖｂａｔに降圧す
る降圧コンバータとしても動作する。すなわち、第４電圧変換器５４も、昇降圧コンバー
タとして動作する。
【００４９】
　インダクタ１２１とインダクタ１３１とは、共通のコアにインダクタ１２１及びインダ
クタ１３１を形成する各コイルが逆極性に巻回された構成とされている。
【００５０】
　インダクタ１２１とインダクタ１３１の共通接続点は、第２通電路７２を介し、バイパ
ス通電路（第３通電路ともいう。）７３を通じ、正側の入力端子３２ｐ及びコンタクタ２
８を介して燃料電池１２の正側端子３０ｐに接続されるとともに、正側の入出力端子３８
ｐ及びコンタクタ３４を介して蓄電器１４の正側の入出力端子３６ｐに接続される。
【００５１】
　バイパス通電路７３は、ダイオードＤ１と、逆並列ダイオードＤ２が接続され、ＥＣＵ
２２によりオンオフ制御されるスイッチ素子（以下、単にスイッチともいう。）ＳＷ１と
の直列接続で構成される。
【００５２】
　なお、通電路（共通通電路）７４は、燃料電池１２、蓄電器１４、及び第１～第４電圧
変換器５１～５４、及びインバータ２４の基準電位（共通電位ともいう。）となる通電路
である。
【００５３】
　第１通電路７１の通過電流Ｉｆは、第１分岐路１５１の通過電流Ｉ１及び第２分岐路１
５２の通過電流Ｉ２の合成電流となるが、通過電流Ｉ１及び通過電流Ｉ２は、それぞれ、
電流センサ１６１と電流センサ１６２により検出され、ＥＣＵ２２により取得される。Ｅ
ＣＵ２２は、通過電流Ｉｆを算出（取得）する。
【００５４】
　スイッチＳＷ１がオン状態（閉状態）にされているとき、Ｖｆｃ＞Ｖｂａｔを前提条件
として、燃料電池１２から第３通電路７３に流れる電流（通過電流）Ｉｔの値は、ＦＣ電
流Ｉｆｃから通過電流Ｉｆを差し引いた電流値（Ｉｔ＝Ｉｆｃ－Ｉｆ）としてＥＣＵ２２
で算出（取得）される。
【００５５】
　第２通電路７２の通過電流Ｉｓは、第３分岐路１５３の通過電流Ｉｓ１及び第４分岐路
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１５４の通過電流Ｉｓ２の合成電流となるが、それぞれ、電流センサ１６３と電流センサ
１６４により検出され、ＥＣＵ２２により取得される。ＥＣＵ２２は、通過電流Ｉｓを算
出（取得）する。
【００５６】
　なお、通過電流Ｉｓ１、Ｉｓ２において、力行電流を通過電流Ｉ３、Ｉ４という。
【００５７】
　通過電流Ｉ１、Ｉ２、Ｉｓ１（Ｉ３）、Ｉｓ２（Ｉ４）の値により、第１、第２、第３
、第４電圧変換器５１、５２、５３、５４の通過電流制限値である許容通過電流（許容通
過電力）がＥＣＵ２２により管理される。
【００５８】
　理解の便宜のために、この実施形態において、スイッチング素子１０３、１１３、１２
４、１２６、１３４、１３６は、同一仕様の半導体チップを使用しているものとする。換
言すれば、通過電流制限値である許容通過電流（許容通過電力）が各スイッチング素子で
同一あるものとし、且つ力行時の通過電流の制限について説明する。
【００５９】
　各通過電流（通過電力）Ｉ１、Ｉ２、Ｉｓ１（Ｉ３）、Ｉｓ２（Ｉ４）は、ＥＣＵ２２
の通過電流監視部２２ｃにより監視される。
【００６０】
　ＥＣＵ２２は、通過電流監視部２２ｃとして機能する他、後述する電機負荷要求電力設
定部としての電動機要求電力設定部２２ａ及び燃料電池要求電力設定部２２ｂとしても機
能する。
【００６１】
　コンデンサＣ１～Ｃ３は、ＦＣ電圧ＶｆｃとＢＡＴ電圧Ｖｂａｔと負荷端電圧Ｖｉｎｖ
をそれぞれ平滑化するコンデンサ、抵抗器Ｒ３は、コンデンサＣ３の放電用抵抗器である
。
【００６２】
　なお、蓄電器１４の出力側には、燃料電池１２に、一方の反応ガスである圧縮空気を送
給するエアコンプレッサ等の補機１５が接続されている。補機１５には、前記エアコンプ
レッサの他に、それぞれ不図示の、ＢＡＴ電圧Ｖｂａｔを＋１２Ｖに降圧する降圧器と、
該降圧器により降圧された＋１２Ｖで充電される補助バッテリと、該補助バッテリから電
力が供給される灯火器等の低電圧補機が含まれる。補機１５には、蓄電器１４等から補機
電流Ｉａｕｘが流れ込む。
【００６３】
　ここで、図３Ａを参照して第１及び第２電圧変換器５１（５２）の［昇圧動作］と［直
結動作］、及び図３Ｂを参照して第３及び第４電圧変換器５３（５４）の［昇降圧動作］
と［直結動作］を、第１電圧変換器５１及び第３電圧変換器５３を代表として説明する。
【００６４】
［第１電圧変換器５１の昇圧動作］
　図３Ａに示す第１電圧変換器５１は、スイッチング素子１０３のオンオフ（スイッチン
グ）を周期的に行うことで、１次側の入力端子３２ｐ、３２ｎ間に燃料電池１２から入力
される直流電力のＦＣ電圧Ｖｆｃを昇圧した直流電力の力行電圧Ｖｐｒを２次側の入出力
端子４０ｐ、４０ｎから出力することが可能な一方向型の電圧変換器である。この場合、
スイッチング素子１０３のオンオフのデューティを調整することで、電圧の昇圧率（Ｖｐ
ｒ／Ｖｆｃ）を可変的に制御することができる。
【００６５】
［第１電圧変換器５１の直結動作］
　また、第１電圧変換器５１は、スイッチング素子１０３をオフ状態に維持した場合には
、第１電圧変換器５１の１次側から２次側への一方向の電力伝送に関して、該第１電圧変
換器５１の１次側と２次側とが実質的に直結された状態となる。この状態では、１次側の
入力端子３２ｐ、３２ｎに入力される燃料電池１２の直流電力を、そのまま（電圧変換を
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せずに）、力行電圧Ｖｐｒとして２次側の入出力端子４０ｐ、４０ｎから出力することが
可能である。この直結状態では、第１電圧変換器５１のいわゆるスイッチング損失がゼロ
値となる。
【００６６】
　図３Ｂに示す第３電圧変換器５３は、双方向型の電圧変換器である。
【００６７】
［第３電圧変換器５３の昇圧動作］
　スイッチＳＷ１がオフ状態であり、燃料電池１２の直流電力が遮断されている状態の第
１の昇圧時には、上記した第１電圧変換器５１と同様に、スイッチング素子１２４をオフ
状態とし、スイッチング素子１２６のオンオフ（スイッチング）を周期的に行うことで、
１次側の入出力端子３８ｐ、３８ｎ間に蓄電器１４から入力される直流電力のＢＡＴ電圧
Ｖｂａｔを昇圧した直流電力の力行電圧Ｖｐｒを２次側の入出力端子４０ｐ、４０ｎから
出力する。この場合、スイッチング素子１２６のオンオフのデューティを調整することで
、電圧の昇圧率（Ｖｐｒ／Ｖｆｃ）を可変的に制御することができる。
【００６８】
　スイッチＳＷ１がオン状態であり、燃料電池１２からの直流電力が第３通電路７３のダ
イオードＤ１及びスイッチＳＷ１を通じて入出力端子３８ｐ、３８ｎに供給されるととも
に、蓄電器１４からの直流電力が入出力端子３８ｐ、３８ｎに供給されている状態（Ｖｂ
ａｔ＝Ｖｆｃ）の第２の昇圧時には、上記した第１電圧変換器５１と同様に、スイッチン
グ素子１２４をオフ状態とし、スイッチング素子１２６のオンオフ（スイッチング）を周
期的に行うことで、１次側の入出力端子３８ｐ、３８ｎ間に燃料電池１２及び蓄電器１４
から入力される直流電力の電圧（Ｖｂａｔ＝Ｖｆｃ）を昇圧した直流電力の力行電圧Ｖｐ
ｒを２次側の入出力端子４０ｐ、４０ｎから出力する。この場合、スイッチング素子１２
６のオンオフのデューティを調整することで、電圧の昇圧率｛（Ｖｐｒ／Ｖｂａｔ）＝（
Ｖｐｒ／Ｖｆｃ）｝を可変的に制御することができる。
【００６９】
［第３電圧変換器５３の降圧動作］
　この場合、スイッチＳＷ１をオフ状態として、燃料電池１２（第３通電路７３）を遮断
し、燃料電池１２の発電電力を極小（発電を停止させないで継続させておく程度の最小限
の発電）に制御した状態で、２次側の入出力端子４０ｐ、４０ｎに入力される直流電力、
具体的には、電動機１６の回生電力がインバータ２４を介して生成された直流電力の回生
電圧Ｖｒｅｇを入出力端子３８ｐ、３８ｎのＢＡＴ電圧Ｖｂａｔまで降圧させて出力する
、すなわち、蓄電器１４を回生電力により充電する。
【００７０】
　このため、スイッチング素子１２６をオフ状態に制御した状態で、スイッチング素子１
２４のオンオフ（スイッチング）を周期的に行うことで、２次側の入出力端子４０ｐ、４
０ｎに入力される直流電力（電動機１６の回生電力からインバータ２４を介して生成され
た直流電力）の回生電圧Ｖｒｅｇを降圧した直流電力を１次側の入出力端子３８ｐ、３８
ｎから出力することができる。この場合、スイッチＳＷ１をオフ状態にしているので、回
生電力を最大限、蓄電器１４に充電することができる。なお、スイッチング素子１２４の
オンオフのデューティを調整することで、電圧の降圧率（Ｖｂａｔ／Ｖｒｅｇ）を可変的
に制御することが可能である。
【００７１】
［第３電圧変換器５３の直結動作（力行運転時）］
　また、第３電圧変換器５３は、スイッチング素子１２４、１２６をオフ状態に維持した
場合には、電圧変換器５３の１次側から２次側への一方向の電力伝送に関して、該第３電
圧変換器５３の１次側と２次側とが実質的に直結された状態となる。この状態では、１次
側の入出力端子３８ｐ、３８ｎに入力される直流電力を、そのまま（電圧変換をせずに）
、２次側の入出力端子４０ｐ、４０ｎから出力することが可能である。
【００７２】
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［第３電圧変換器５３の直結動作（回生運転時、力行運転時）］
　さらに、第３電圧変換器５３は、スイッチング素子１２６をオフ状態に維持し、且つス
イッチング素子１２４をオン状態に維持した場合には、電圧変換器５３の１次側と２次側
との間の双方向の電力伝送に関して、該電圧変換器５３の１次側と２次側とが実質的に直
結された状態となる。この状態では、１次側の入出力端子３８ｐ、３８ｎ及び２次側の入
出力端子４０ｐ、４０ｎの一方側に入力した直流電力を、そのまま（電圧変換をせずに）
、他方側から出力することが可能である。
【００７３】
　ここで、図４Ａのタイムチャートを参照して［第１及び第２電圧変換器５１、５２のス
イッチング素子１０３、１１３の交互スイッチング動作］、又は［第３及び第４電圧変換
器５３、５４のスイッチング素子１２４、１３４の交互スイッチング動作］について説明
する。
【００７４】
［第１及び第２電圧変換器５１、５２のスイッチング素子１０３、１１３の交互スイッチ
ング動作］
　図４Ａに示すように、第１及び第２電圧変換器５１、５２の上記の昇圧動作では、スイ
ッチング素子１０３、１１３が、スイッチング周期Ｔｃの間に交互にオン状態となるよう
に（交互にオフ状態になるように）、スイッチング素子１０３、１１３の両方のスイッチ
ングを周期的に行うようにしてもよい。
【００７５】
　このように交互制御することで、第１及び第２電圧変換器５１、５２の出力電圧である
力行電圧Ｖｐｒのリップルを低減することができる。
【００７６】
［第３及び第４電圧変換器５３、５４のスイッチング素子１２４、１３４の交互スイッチ
ング動作］
　図４Ａに示すように、第３及び第４電圧変換器５３、５４の上記の降圧動作（スイッチ
ング素子１２６、１３６がオフ状態）では、スイッチング素子１２４、１３４が、スイッ
チング周期Ｔｃの間に交互にオン状態となるように（交互にオフ状態になるように）、ス
イッチング素子１２４、１３４の両方のスイッチングを周期的に行うようにしてもよい。
【００７７】
　このように交互制御することで、第３及び第４電圧変換器５３、５４の出力電圧である
、回生電圧Ｖｒｅｇを電圧変換したＢＡＴ電圧Ｖｂａｔのリップルを低減することができ
る。
【００７８】
　さらに、図４Ｂのタイムチャートを参照して［第１～第４電圧変換器５１～５４のスイ
ッチング素子１０３、１１３、１２６、１３６の交替スイッチング動作］について説明す
る。
【００７９】
［第１～第４電圧変換器５１～５４のスイッチング素子１０３、１１３、１２６、１３６
の交替スイッチング動作］
　図４Ｂに示すように、第１～第４電圧変換器５１～５４の上記の昇圧動作では、スイッ
チング素子１２４、１３４のオフ状態下に、スイッチング素子１０３、１２６、１１３、
１３６のそれぞれがオン（又はオフ）になるタイミングが、スイッチング周期Ｔｃを、ス
イッチング素子１０３、１２６、１１３、１３６の個数（＝４）で除算した時間幅（＝Ｔ
ｃ／４）に相当する位相（すなわち、９０ｄｅｇの位相）だけ順番に（第１、第３、第２
、第４の順番で）ずれるように行われる。
【００８０】
　このように交替制御することで、第１～第４電圧変換器５１～５４の出力電圧である力
行電圧Ｖｐｒのリップルを低減することができる。
【００８１】
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［動作の説明］
　基本的には以上のように構成される、この実施形態に係る電源システムとしての電動車
両１０の動作について、以下、ａ．前提の説明、ｂ．第１～第６制御処理の説明、及びｃ
．要部に係わる第２制御処理の詳細な動作説明の順に説明する。
【００８２】
［ａ．前提の説明］
　図２において、燃料電池１２から第３及び第４電圧変換器５３、５４に電力を入力する
ことは、燃料電池１２の出力電圧であるＦＣ電圧Ｖｆｃが蓄電器１４の出力電圧であるＢ
ＡＴ電圧Ｖｂａｔよりも高くなっている状況下で、バイパス通電路７３のスイッチＳＷ１
をオン状態に制御することで可能となる。
【００８３】
　また、蓄電器１４の電力は、ダイオードＤ１により阻止されるので、第１及び第２電圧
変換器５１、５２に入力することはできず、第３及び第４電圧変換器５３、５４だけに入
力することが可能となっている。
【００８４】
　このように、第１～第４電圧変換器５１～５４のうち、第３及び第４電圧変換器５３、
５４は、燃料電池１２及び蓄電器１４の双方の電力を入力し得る電圧変換器（すなわち、
燃料電池１２及び蓄電器１４に対しての共用電圧変換器）となっており、第１及び第２電
圧変換器５１、５２は、燃料電池１２の電力だけを入力し得る電圧変換器（すなわち、燃
料電池１２に対しての専用電圧変換器であるので燃料電池用電圧変換器ともいう。）とな
っている。
【００８５】
　そのため、以下、理解の便宜のために、第１及び第２電圧変換器５１、５２を燃料電池
用電圧変換器５１、５２、第３及び第４電圧変換器５３、５４を共用電圧変換器５３、５
４ということもある。
【００８６】
　第３及び第４電圧変換器５３、５４のそれぞれは、インダクタ１２１、１３１と、入出
力端子４０ｐとの間に、スイッチング素子１２４、１３４を備えるため、電動機１６の回
生運転時においては、入出力端子４０ｐ、４０ｎ側から、第３及び第４電圧変換器５３、
５４のスイッチング素子１２４、１３４を介して、蓄電器１４に電力を供給して、該蓄電
器１４の充電を行うことが可能となっている。
【００８７】
　あるいは、燃料電池１２の電力を、第１及び／又は第２電圧変換器５１、５２と、第３
及び／又は第４電圧変換器５３、５３とを経由させて、蓄電器１４に充電することも可能
である。
【００８８】
　以下、図５に示す電動車両１０の制御処理表に沿って動作（制御処理）を説明する。
【００８９】
　ＥＣＵ２２は、コンタクタ２８、３４がオン状態となっている状態（電動車両１０の走
行可能な状態）で前記制御処理表に示す第１～第６制御処理を適宜実行する。
【００９０】
［ｂ．第１～第６制御処理の説明］
［第１制御処理］
　第１制御処理は、電動機１６の力行運転時に、ＢＡＴ電圧ＶｂａｔがＦＣ電圧Ｖｆｃよ
りも高くなっている場合に、図６に示すように、燃料電池１２及び蓄電器１４の双方の電
力（主に、燃料電池１２の電力）を電動機１６に給電し、該電動機１６に比較的小さな駆
動力を発生させる制御処理である。
【００９１】
　この第１制御処理は、例えば、電動機１６の要求加速度（電動機１６の出力軸の回転角
加速度の要求値）又は要求駆動力（要求トルク、要求推進力）が所定の閾値よりも小さい
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状況（電動車両１０の緩加速状況）、あるいは、電動機１６の動作速度（電動機１６の出
力軸の回転角速度）が所定の閾値よりも低い低速域での電動機１６のクルーズ運転状態等
、電動機１６に発生させるべき駆動力が比較的小さなものとなる力行運転時に実行される
制御処理である。
【００９２】
　換言すれば、第１制御処理は、電動機１６の要求電力が比較的小さなものとなる力行運
転時に実行される制御処理である。以下、前記要求加速度、前記要求駆動力、及び前記動
作速度等を、理解の便宜、煩雑さの回避のために、電動機１６の要求電力として説明する
。
【００９３】
　電動機１６のクルーズ運転状態は、該電動機１６の出力軸の回転角速度がほぼ一定に保
たれる運転状態である。そして、電動機１６の動作速度が所定の閾値よりも低い低速域で
の電動機１６のクルーズ運転状態は、換言すれば、車速が所定の閾値よりも低い低速域で
の電動車両１０のクルーズ走行状態である。
【００９４】
　回路的に、第１制御処理は、ＢＡＴ電圧ＶｂａｔがＦＣ電圧Ｖｆｃよりも高くなってい
る状況で、第３及び第４電圧変換器５３、５４は直結状態（スイッチング素子１２４、１
２６、１３４、１３６：オフ状態）に維持される。なお、バイパス通電路７３のスイッチ
ＳＷ１はオフ状態に維持される。
【００９５】
　なお、スイッチＳＷ１がオン状態に維持されても、Ｖｂａｔ＞Ｖｆｃなので、ダイオー
ドＤ１により第３通電路７３の通過電流Ｉｔが阻止されるので、実質的に電流の流れない
状態、換言すればオフ状態になっている。以下の関連する制御処理でも同様である。
【００９６】
　この場合、第３及び第４電圧変換器５３、５４は、それぞれ、一次側に入力される蓄電
器１４の電力を、そのまま（電圧変換を行わずに）二次側に出力する。このため、第３及
び第４電圧変換器５３、５４のそれぞれの出力端電圧Ｖｉｎｖ（＝力行電圧Ｖｐｒ）は、
ＢＡＴ電圧Ｖｂａｔにほぼ一致する電圧｛ＢＡＴ電圧Ｖｂａｔからダイオード１２３（１
３３）の順方向電圧を引いた電圧｝となる。
【００９７】
　また、ＥＣＵ２２は、燃料電池１２の電力が入力される第１及び第２電圧変換器５１、
５２の出力端電圧Ｖｉｎｖを、第３及び第４電圧変換器５３、５４のそれぞれの出力端電
圧Ｖｉｎｖ≒ＢＡＴ電圧Ｖｂａｔに一致させるように、第１及び第２電圧変換器５１、５
２の昇圧動作を行わせる。
【００９８】
　この昇圧動作では、図４Ａに示したように、電圧変換器５１、５２のそれぞれのスイッ
チング素子１０３、１１３のスイッチング（オンオフ）が周期的に行われると共に、その
スイッチングのデューティを調整することで、電圧変換器５１、５２の出力電圧が制御さ
れる。
【００９９】
　なお、電動機１６への通電電流が十分に小さい場合には、電圧変換器５１、５２のいず
れか一方だけに昇圧動作を行わせるようにしてもよい。
【０１００】
　［第２制御処理］
　この実施形態の要部に係わる第２制御処理は、電動機１６の力行運転時に、図７に示す
ように、燃料電池１２及び蓄電器１４の双方から比較的大きな電力を電動機１６に給電し
て、該電動機１６に比較的大きな駆動力を発生させる制御処理である。
【０１０１】
　この第２制御処理は、例えば、電動機１６の要求電力が大きい状況（例えば、車両１０
の急加速又は登坂時等の高負荷運転状況）で実行される制御処理である。
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【０１０２】
　回路的に、第２制御処理は、ＥＣＵ２２が、原則的に、前記バイパス通電路７３のスイ
ッチＳＷ１をオン状態に制御した状態で、第１～第４電圧変換器５１、５２、５３、５４
にそれぞれの昇圧動作を、図４Ｂを参照して説明した交替スイッチング動作で行わせる。
【０１０３】
　この場合、ＥＣＵ２２は、第３及び第４電圧変換器５３、５４のそれぞれの出力端電圧
Ｖｉｎｖを、所定の目標値に近づけるように、昇圧比を変化させる電圧フィードバック制
御処理を実行することで、電圧変換器５３、５４のそれぞれのスイッチング素子１２６、
１３６のスイッチングのデューティを決定する。そして、そのデューティに従って、スイ
ッチング素子１２６、１３６のそれぞれのスイッチング（オンオフ）を行わせる。
【０１０４】
　また、ＥＣＵ２２は、燃料電池１２の電力が入力される第１及び第２電圧変換器５１、
５２のそれぞれの出力電流を、所定の目標値（例えば、電動機１６の電流要求値から、第
３及び第４電圧変換器５３、５４のトータルの出力電流を差し引いた電流量）に近づける
ように、出力電流フィードバック制御処理を実行することで、電圧変換器５１、５２のそ
れぞれのスイッチング素子１０３、１１３のスイッチング（オンオフ）のデューティを決
定する。そして、そのデューティに従って、スイッチング素子１０３、１１３のそれぞれ
のスイッチングを行わせる。この場合、出力電流フィードバック制御により、電圧変換器
５１、５２の昇圧動作が行われる。
【０１０５】
　なお、この実施形態においては、第１及び第２電圧変換器５１、５２の出力電流フィー
ドバック制御は、図１に示した電流センサ１６１、１６２の接続とは異なり、ダイオード
１０２、１１２の各カソードと両カソードの共通接続点の間に電流センサ１６１、１６２
をそれぞれ挿入して行うこととなるが、図１、図２に示しているように、第１分岐路１５
１及び第２分岐路１５２に電流センサ１６１、１６２を挿入し、前記出力電流と等価な通
過電流Ｉ１、Ｉ２でフィードバック制御を行っている。
【０１０６】
　図８ＡのＩＶ特性及び図８ＢのＩＶ特性の電流増分に対する電圧増分を表す電流微分特
性（単位電流当たりの電圧変化量特性）に示すように、燃料電池１２は、閾値Ｉｆｃｔｈ
以上の比較的大きな電流を出力する状態では、電流の変化に対する電圧の変化の感度（Δ
Ｖｆｃ／ΔＩｆｃ）が値１以下と低いため、換言すれば、低出力インピーダンスであるた
め、第２制御処理での燃料電池１２の大きな電力を入力する電圧変換器５１、５２の昇圧
動作の安定性を高める上でも、電圧制御よりも電流制御が適している。
【０１０７】
　以上のように、第２制御処理では、図７に示したように、第１～第４電圧変換器５１、
５２、５３、５４の昇圧動作を行いながら、燃料電池１２及び蓄電器１４の双方から電動
機１６に大きな電力が給電され、該電動機１６の力行運転（大きな駆動力での力行運転）
が行われる。
【０１０８】
　この場合、バイパス通電路７３のスイッチＳＷ１をオン状態に制御しているので、第２
制御処理の実行中に、蓄電器１４の出力電圧が低下しても、矢印付き破線で示すように、
燃料電池１２から第３及び第４電圧変換器５３、５４を介して電動機１６への供給電力を
確保することができる。併せて、燃料電池１２の電力を蓄電器１４に充電することもでき
る。
【０１０９】
　なお、この要部に係わる第２制御処理の詳細については、さらに後述する。
【０１１０】
［第３制御処理］
　蓄電器１４は、出力密度が高い蓄電器であるので、蓄電器１４の電力を頻繁に電動機１
６に給電すると、該蓄電器１４の残容量が早期に小さくなる虞がある。
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【０１１１】
　このため、燃料電池１２の電力を、蓄電器１４に適宜、充電することが行われる。この
充電は、第３制御処理により行われる。
【０１１２】
　第３制御処理は、基本的には、車両１０の停止時に、ＢＡＴ電圧ＶｂａｔがＦＣ電圧Ｖ
ｆｃよりも高くなっている状況、すなわち、燃料電池１２の電力をバイパス通電路７３を
経由して蓄電器１４に供給することがダイオードＤ１により阻止される状況で、図９に示
すように、蓄電器１４の充電を行う制御処理である。
【０１１３】
　この制御処理では、ＥＣＵ２２は、第１及び第２電圧変換器５１、５２のそれぞれの昇
圧動作を図４Ａに示したスイッチングタイミングで行わせる。この場合、ＥＣＵ２２は、
例えば、第１及び第２電圧変換器５１、５２のそれぞれの出力電圧である負荷端電圧Ｖｉ
ｎｖが、ＢＡＴ電圧Ｖｂａｔよりも若干高い電圧値になるように、電圧変換器５１、５２
のそれぞれのスイッチング素子１０３、１１３のスイッチングのデューティを制御する。
【０１１４】
　さらに、ＥＣＵ２２は、第３及び第４電圧変換器５３、５４を電力が二次側から一次側
に向かう方向で直結状態にする。すなわち、スイッチング素子１２６、１３６をオフ状態
に維持すると共に、スイッチング素子１２４、１３４をオン状態に維持する。これにより
、第３及び第４電圧変換器５３、５４は、それぞれ、二次側に入力される電力を、そのま
ま（電圧変換を行わずに）、一次側から出力し得る直結状態となる。
【０１１５】
　このため、図９に示すように、第１及び第２電圧変換器５１、５２の昇圧動作によって
昇圧された燃料電池１２の電力が、第３及び第４電圧変換器５３、５４の二次側から一次
側に伝送され、さらに、該電圧変換器５３、５４の一次側から蓄電器１４に充電される。
【０１１６】
　なお、第３制御処理では、蓄電器１４への充電電流が小さなものとなる状況では、第１
及び第２電圧変換器５１、５２の一方の昇圧動作だけを行うようにしてもよい。
【０１１７】
　また、第３制御処理において、第３及び第４電圧変換器５３、５４の降圧動作（二次側
に入力される電力の電圧を降圧して一次側に伝送する降圧動作）を行うことも可能である
。この場合には、電圧変換器５３、５４のそれぞれのスイッチング素子１２４、１３４の
スイッチングを、図４Ａに示した態様と同様の態様で、位相をずらして行うことが好まし
い。
【０１１８】
　この場合、ＦＣ電圧ＶｆｃがＢＡＴ電圧Ｖｂａｔよりも高い状況で、バイパス通電路７
３のスイッチＳＷ１をオフ状態に維持した状態では、第１及び第２電圧変換器５１、５２
と、第３及び第４電圧変換器５３、５４とを順に経由させて、蓄電器１４に充電する（換
言すれば、第３制御処理により蓄電器１４を充電する）ことも可能である。
【０１１９】
［第４制御処理の概要及び第５制御処理の概要］
　第４制御処理は、図１０に示すように、電動機１６の力行運転時に、燃料電池１２の電
力を電動機１６に給電することと、燃料電池１２の電力を蓄電器１４に充電することとを
並行して行う制御処理、第５制御処理は、図１１に示すように、電動機１６の力行運転時
に、燃料電池１２の電力を電動機１６に給電することと、前記第３制御処理と同様の回路
接続・制御処理により、燃料電池１２の電力を蓄電器１４に充電することとを並行して行
う制御処理である。
【０１２０】
　これらの第４制御処理及び第５制御処理は、例えば、電動機１６の要求電力が小さなも
のとなる状況、例えば電動機１６の動作速度（電動機１６の出力軸の回転角速度）が所定
の閾値よりも高いものとなる高速域での電動機１６のクルーズ運転状態で実行される制御
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処理である。
【０１２１】
　なお、電動機１６の動作速度（電動機１６の出力軸の回転角速度）が所定の閾値よりも
高いものとなる高速域での電動機１６のクルーズ運転状態は、換言すれば、車速が所定の
閾値よりも高い高速域での車両１０のクルーズ走行状態である。
【０１２２】
［第４制御処理の詳細］
　図１０に示した第４制御処理は、次のように実行される。すなわち、ＥＣＵ２２は、Ｆ
Ｃ電圧ＶｆｃがＢＡＴ電圧Ｖｂａｔよりも高くなっている状況で、燃料電池１２の電力を
、バイパス通電路７３を介して蓄電器１４に充電することと並行して、第１～第４電圧変
換器５１～５４のうちの１つ以上の電圧変換器の昇圧動作を行わせることで、該電圧変換
器を介して燃料電池１２の電力を電動機１６に給電する。
【０１２３】
　この場合、ＥＣＵ２２は、電動機１６に供給すべき電流が多くなるほど、昇圧動作を行
わせる電圧変換器（以降、昇圧動作対象の電圧変換器という）の個数（相数）を多くする
ように、昇圧動作対象の電圧変換器を選定する。
【０１２４】
　例えば、ＥＣＵ２２は、電動機１６に供給すべき電流が比較的小さい場合には、第１及
び第２電圧変換器５１、５２の対、あるいは、第３及び第４電圧変換器５３、５４の対を
昇圧動作対象の電圧変換器として選定し、電動機１６に供給すべき電流が比較的大きい場
合には、第１～第４電圧変換器５１～５４を昇圧動作対象の電圧変換器として選定する。
【０１２５】
　そして、ＥＣＵ２２は、昇圧動作対象の電圧変換器の出力端電圧Ｖｉｎｖ＝Ｖｐｒが、
電動機１６の力行運転に必要な所定の電圧になるように、昇圧動作対象の電圧変換器の対
象のスイッチング素子１０３、１１３、１２６、１３６のスイッチングのデューティを制
御する。
【０１２６】
　この場合、昇圧動作対象の電圧変換器が、第１及び第２電圧変換器５１、５２の対、あ
るいは、第３及び第４電圧変換器５３、５４の対である場合には、スイッチングは、図３
Ａに示した態様で位相をずらして行われる。また、昇圧動作対象の電圧変換器が、第１～
第４電圧変換器５１～５４である場合には、スイッチングは、図３Ｂに示した態様で位相
をずらして行われる。
【０１２７】
［第５制御処理の詳細］
　一方、図１１に示した第５制御処理は、次のように実行される。すなわち、ＥＣＵ２２
は、ＢＡＴ電圧ＶｂａｔがＦＣ電圧Ｖｆｃよりも高くなっている状況で、燃料電池１２の
電力を、第１及び第２電圧変換器５１、５２と、第３及び第４電圧変換器５３、５４とを
順に経由させて蓄電器１４に充電することと並行して、第１及び第２電圧変換器５１、５
２を介して燃料電池１２の電力を電動機１６に給電する。
【０１２８】
　この場合、ＥＣＵ２２は、第１及び第２電圧変換器５１、５２の昇圧動作によって、該
電圧変換器５１、５２の出力端電圧Ｖｉｎｖが、ＢＡＴ電圧Ｖｂａｔよりも高い電圧で、
電動機１６の力行運転に必要な所定の電圧になるように、図３Ａに示した態様で、電圧変
換器５１、５２のそれぞれのスイッチング素子１０３、１１３のスイッチングのデューテ
ィを制御する。
【０１２９】
　さらに、ＥＣＵ２２は、第３及び第４電圧変換器５３、５４のそれぞれのスイッチング
素子１２６、１３６をオフ状態に維持した状態で、該電圧変換器５３、５４の降圧動作に
よって、該電圧変換器５３、５４の一次側の入出力端子３８ｐ、３８ｎの出力電圧が、Ｂ
ＡＴ電圧Ｖｂａｔよりも若干高い電圧になるように、図３Ａに示した態様で、電圧変換器
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５３、５４のそれぞれのスイッチング素子１２４、１３４のスイッチングのデューティを
制御する。
【０１３０】
　なお、電動機１６に供給すべき電流が十分に小さい場合には、第１及び第２電圧変換器
５１、５２のいずれか一方だけの昇圧動作を行い、あるいは、第３及び第４電圧変換器５
３、５４のいずれか一方だけの降圧動作を行うようにしてもよい。
【０１３１】
　以上のように、第４制御処理又は第５制御処理を実行することで、燃料電池１２から電
動機１６への給電を行いながら、燃料電池１２の電力を蓄電器１４に充電することができ
る。このため、燃料電池１２の電力だけで電動機１６の力行運転を行い得る状況で、蓄電
器１４を充電して、該蓄電器１４の残容量の極端な低下を予防することができる。
【０１３２】
［第６制御処理］
　第６制御処理は、図１２に示すように、電動機１６の回生運転時（車両１０の回生制動
時）に、電動機１６から出力される回生電力を蓄電器１４に充電することと、燃料電池１
２の電力を蓄電器１４に並行して充電することを行う制御処理である。
【０１３３】
　第６制御処理は、次のように実行される。すなわち、ＥＣＵ２２は、アクセルペダル８
４が開放されて、踏込量センサ８５による踏込量がゼロ値となる回生運転を検出したとき
、電動機１６の回生電力の回生電圧Ｖｒｅｇを入力とする第３及び第４電圧変換器５３、
５４の降圧動作を行わせることで、該電圧変換器５３、５４を介して電動機１６の回生電
力を蓄電器１４に充電する。なお、ＦＣ電圧ＶｆｃがＢＡＴ電圧Ｖｂａｔよりも高くなっ
ている状況下では、並行して、燃料電池１２の電力を、バイパス通電路７３を介して蓄電
器１４に充電する。
【０１３４】
　この場合、ＥＣＵ２２は、第１及び第２電圧変換器５１、５２のそれぞれのスイッチン
グ素子１０３、１１３をオフ状態に維持する。
【０１３５】
　さらに、ＥＣＵ２２は、第３及び第４電圧変換器５３、５４のそれぞれのスイッチング
素子１２６、１３６をオフ状態に維持した状態で、該電圧変換器５３、５４の降圧動作に
よって、該電圧変換器５３、５４の１次側の出力電圧が、ＢＡＴ電圧Ｖｂａｔより若干高
い電圧になるように、図４Ａに示した態様で、電圧変換器５３、５４のそれぞれのスイッ
チング素子１２４、１３４のスイッチングのデューティを制御する。
【０１３６】
　この第６制御処理を実行することで、図１２に示したように、燃料電池１２の電力をバ
イパス通電路７３を介して蓄電器１４に充電することと並行して、電動機１６の回生電力
を第３及び第４電圧変換器５３、５４を介して蓄電器１４に充電することが行われる。
【０１３７】
［ｃ．要部に係わる第２制御処理の詳細な動作説明］
　図１の概略構成図、図２の回路図、図７を再掲した図１３の電力伝送の模式図、図１４
のフローチャート、及び図１５のタイムチャートを参照して説明する。
【０１３８】
　図１４のフローチャートのステップＳ１にて、ユーザのアクセルペダル８４の踏込操作
に係わる踏込量がアクセルペダル８４の踏込量センサ８５により検出され、ＥＣＵ２２で
取得される。
【０１３９】
　ステップＳ２にて、ＥＣＵ２２の電動機要求電力設定部２２ａは、この踏込量から、予
め記憶されている特性（アクセルペダル踏込量に対する要求電力の特性）を参照して電動
機１６の要求電力（要求電流）、すなわち、電動機要求電力、電動機要求電流を決定する
。
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【０１４０】
　ステップＳ３にて、ＥＣＵ２２の燃料電池要求電力設定部２２ｂは、電動機要求電力設
定部２２ａにて決定された電動機要求電力（電動機要求電流）に応じた燃料電池要求電力
を燃料電池１２に設定する。
【０１４１】
　ステップＳ３にて、燃料電池１２の出力電流であるＦＣ電流Ｉｆｃが、電動機要求電力
に応じて増減するように制御される。同時に、第１及び第２電圧変換器５１、５２は、通
過電流Ｉ１、Ｉ２が電動機１６の要求電力に比例して増減するように指令値が設定されて
入力側電流フィードバック制御される。
【０１４２】
　このため、負荷端電圧（出力側電圧）Ｖｉｎｖが電動機要求電力に対応するように設定
される第３及び第４電圧変換器５３、５４の通過電流Ｉ３、Ｉ４は、基本的には、一定値
の電流が流れる。
【０１４３】
　すなわち、基本的には、後述するように通過電流Ｉ１、Ｉ２が通過電流の上限値Ｉ１ｌ
ｉｍ、Ｉ２ｌｉｍを上回らない領域では、次の（１）式のように制御される。
　Ｉｆｃ＝Ｉ１（変動）＋Ｉ２（変動）＋Ｉ３（固定）＋Ｉ４（固定）…（１）
【０１４４】
　この場合、電流センサ１６１、１６２によりそれぞれ検出される第１及び第２通過電流
Ｉ１、Ｉ２が、それぞれ、通過電流の上限値Ｉ１ｌｉｍ、Ｉ２ｌｉｍを上回らないように
通過電流監視部２２ｃにより制御されるので、第１及び第２通過電流Ｉ１、Ｉ２が上限値
Ｉ１ｌｉｍ、Ｉ２ｌｉｍまで上昇したときには、上限値Ｉ１ｌｉｍ、Ｉ２ｌｉｍ（を上回
らないよう）に制限される。このときは、例外的に、電動機１６の要求電力の増加に応じ
て第３及び第４電圧変換器５３、５４の通過電流Ｉ３、Ｉ４が増加する。
【０１４５】
　すなわち、例外的には、次の（２）式のように制御される。
　Ｉｆｃ＝Ｉ１ｌｉｍ＋Ｉ２ｌｉｍ＋Ｉ３（変動）＋Ｉ４（変動）…（２）
【０１４６】
　次に、ステップＳ４にて、電圧変換ユニット２０から出力される電力（力行電圧Ｖｐｒ
×力行電流Ｉｐｒ）によりインバータ２４を通じて電動機１６が駆動される。
【０１４７】
　この場合の力行電流Ｉｐｒは、（１）式又は（２）式に示したＦＣ電流Ｉｆｃになる。
【０１４８】
　上記した図１４のフローチャートを参照して説明した第２制御処理は、図１５のタイム
チャートを参照して説明すれば、電動機要求電力の変化に対応するようにＦＣ電流Ｉｆｃ
が制御される。
【０１４９】
　この場合、第１通過電流Ｉ１及び第２通過電流Ｉ２の指令値が第１通過電流指令値Ｉ１
ｃｏｍ及び第２通過電流指令値Ｉ２ｃｏｍに設定され、この設定値となるように、第１通
過電流Ｉ１及び第２通過電流Ｉ２が電流フィードバック制御される。
【０１５０】
　第１通過電流Ｉ１及び第２通過電流Ｉ２が、上限値Ｉ１ｌｉｍ及び上限値Ｉ２ｌｉｍに
達した場合、電流フィードバックにより第１通過電流Ｉ１及び第２通過電流Ｉ２は、上限
値Ｉ１ｌｉｍ及び上限値Ｉ２ｌｉｍに制限され（時点ｔ１～時点ｔ２間、及び時点ｔ３～
時点ｔ４間）、上限値を上回る分のＦＣ電流Ｉｆｃは、第３電圧変換器５３及び第４電圧
変換器５４の通過電流Ｉ３、Ｉ４を増加させることで賄われる。
【０１５１】
［まとめ］
　以上説明したように上述した実施形態に係る電源システムが具現化された電動車両１０
は、電機負荷としての車両駆動用の電動機１６と、燃料電池１２及び蓄電器１４と、燃料
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電池１２及び蓄電器１４の少なくとも一方の電力が入力され、入力された電力の電圧を変
換して力行電圧Ｖｐｒとして電動機１６に出力する複数の電圧変換器（第１～第４電圧変
換器５１～５４）を有している。
【０１５２】
　ここで、複数の電圧変換器（第１～第４電圧変換器５１～５４）中、少なくとも１つの
電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）が、燃料電池１２の電力及び蓄電器１
４の電力が入力可能な共用電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）として構成
され、且つ少なくとも１つの電圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）が、燃料
電池１２の電力が入力される燃料電池用電圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２
）として構成されている。
【０１５３】
　この場合、共用電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）では、該共用電圧変
換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）の出力端電圧Ｖｉｎｖ（Ｖｐｒ）が電動機１
６の電力要求に応じた目標電圧となるように電圧フィードバック制御が実行され、燃料電
池用電圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）では、該燃料電池用電圧変換器（
第１及び第２電圧変換器５１、５２）の通過電流Ｉ１、Ｉ２が電動機１６の電力要求に応
じた目標電流となるように電流フィードバック制御が実行されている。
【０１５４】
　このように、共用電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）では、該共用電圧
変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）の出力電圧としての力行電圧Ｖｐｒが電動
機１６の電力要求に応じた目標電圧となるように昇圧比（Ｖｐｒ／Ｖｂａｔ）を変化させ
る電圧フィードバック制御が実行され、燃料電池用電圧変換器（第１及び第２電圧変換器
５１、５２）では、該燃料電池用電圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）の通
過電流Ｉ１、Ｉ２が電動機１６の電力要求に応じた目標電流となるように電流フィードバ
ック制御が実行されている。
【０１５５】
　このため、例えば、電動機１６の電力要求が高いときに、燃料電池のＩＶ特性による内
部出力抵抗が低い領域、換言すれば、燃料電池１２の出力電流であるＦＣ電流Ｉｆｃに対
する出力電圧であるＦＣ電圧Ｖｆｃの変化の少ない領域、例えば、図８Ａ、図８Ｂ中の閾
値Ｉｆｃｔｈより大きいＦＣ電流Ｉｆｃの領域における電流フィードバック制御が燃料電
池用電圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）にて実行されるので、該電流フィ
ードバック制御の制御性を向上させることができる。
【０１５６】
　この場合、電流フィードバック制御の目標値としての通過電流１１、Ｉ２としては、燃
料電池１２の出力電流であるＦＣ電流Ｉｆｃを直接的に制御可能な燃料電池用電圧変換器
（第１及び第２電圧変換器５１、５２）の入力電流（図１中の通過電流Ｉ１、Ｉ２）に限
らず、該燃料電池用電圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）の出力電流（図２
中、ダイオード１０２、１１２の各カソード側と各カソードの共通接続点との間に配すれ
ばよい。）を用いてもよい。
【０１５７】
　電機負荷としては、車両駆動用の電動機１６の他、空気調和装置（エアコン）用のコン
プレッサ駆動用の電動機等を挙げることができる。これらの電機負荷の、特に大電力領域
での制御性を向上させることができる。
【０１５８】
　これら電機負荷の電力要求に応じた目標電圧となるよう、電圧フィードバック制御によ
り、共用電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）の出力電圧、すなわち電機負
荷の入力電圧を可変しているので、電圧で制御される電機負荷、この実施形態では電動機
１６の電圧要求に的確に応えることができる。
【０１５９】
　この場合、電源システムとしての電動車両１０は、電動機１６の要求電力を設定する電
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機負荷要求電力設定部としての電動機要求電力設定部２２ａと、設定された前記要求電力
に応じて、燃料電池要求電力を設定する燃料電池要求電力設定部２２ｂと、燃料電池１２
が出力可能な出力電力が前記燃料電池要求電力を上回っている場合には、燃料電池用電圧
変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）の前記目標電流を、前記燃料電池要求電力
に応じた値に設定する通過電流監視部２２ｃとを備える。
【０１６０】
　ここで、燃料電池１２が出力可能な出力電力は、ＩＶ特性上で、ＦＣ電流Ｉｆｃを０値
から増加させると所定電流値までは増加するが、該所定電流値を上回ると、燃料電池１２
の損失が急増して、出力電力が増加しなくなる（出力電力が低下する）、前記所定電流値
でのピーク値の電力（最大ＦＣ電力）をいう。つまり、ＦＣ電流Ｉｆｃに対する出力電力
の特性｛横軸をＦＣ電流Ｉｆｃ、縦軸をＦＣ電力（Ｉｆｃ×Ｖｆｃ）とした特性｝は、上
方に凸な曲線になる。
【０１６１】
　燃料電池１２を、前記ピーク値の電力を上回って動作させた場合（ＦＣ電流Ｉｆｃを引
いた場合）には、燃料電池１２が劣化する。
【０１６２】
　なお、この発明を実施する際には、燃料電池１２が出力可能な出力電力は、前記ピーク
値の電力（前記最大ＦＣ電力）よりも小さい（前記所定電流値よりＦＣ電流Ｉｆｃが小さ
い）電力に設定してもよい。
【０１６３】
　特に電動機１６に対して過渡的に高い要求電力が設定されたときに、電流フィードバッ
ク制御を行っている燃料電池用電圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）側の電
流量、すなわち通過電流Ｉ１、Ｉ２を目標電流、この実施形態では、電動機要求電力に応
じて優先して大きくすることで、電圧フィードバック制御を行っている共用電圧変換器（
第３及び第４電圧変換器５３、５４）に過剰な電流（通過電流Ｉ３、Ｉ４）が流れること
を回避することができる。
【０１６４】
　図１６は、比較例の動作説明に供されるタイムチャートである。
【０１６５】
　電動機１６の要求電力が変動しても、第１及び第２電圧変換器５１、５２の通過電流Ｉ
１、Ｉ２が、上限値Ｉ１ｌｉｍ、Ｉ２ｌｉｍの近傍で一定になるように固定電流制御し、
且つ共用電圧変換器としての第３及び第４電圧変換器５３、５４では、出力側の電圧であ
る力行電圧Ｖｐｒを電圧制御している。
【０１６６】
　このため、燃料電池１２からダイオードＤ１を介して第３及び第４電圧変換器５３、５
４に流れ込む電流量を制御することができない。
【０１６７】
　その結果、図１６に示すように、電動機１６の要求電力が大きい側で変動した場合、第
３及び第４電圧変換器５３、５４の通過電流Ｉ３、Ｉ４が上限値Ｉ３ｌｉｍ、Ｉ４ｌｉｍ
を上回る、いわゆるリミットオーバー状態に至る。
【０１６８】
　これに対して、図１５を参照して説明したこの実施形態に係る電源システムでは、過渡
動作を含め極力燃料電池１２の電力を制御して電動機１６に供給するように構成したので
、第３及び第４電圧変換器５３、５４の通過電流Ｉ３、Ｉ４が上限値Ｉ３ｌｉｍ、Ｉ４ｌ
ｉｍを上回ることを抑制できる。
【０１６９】
　このように、燃料電池用電圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）の通過電流
Ｉ１、Ｉ２の上限値Ｉ１ｌｉｍ、Ｉ２ｌｉｍ及び共用電圧変換器（第３及び第４電圧変換
器５３、５４）の通過電流Ｉ３、Ｉ４の上限値Ｉ３ｌｉｍ、Ｉ４ｌｉｍが予め設定されて
いる。
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　ＥＣＵ２２中の通過電流監視部２２ｃは、電動機要求電力が大きくなり、燃料電池用電
圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）における電流フィードバック制御の目標
電流が上限値又は近傍の値になったとき、通過電流を、上限値Ｉ１ｌｉｍ、Ｉ２ｌｉｍ又
は近傍の値に固定すると共に、共用電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）に
対し、該共用電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）の設定上限値Ｉ３ｌｉｍ
、Ｉ４ｌｉｍまで通過電流Ｉ３、Ｉ４が流れることを許容している｛通過電流余裕分（図
１５中、通過電流Ｉ３、Ｉ４と上限値Ｉ３ｌｉｍ、Ｉ４ｌｉｍとの差）を使うように構成
している｝（図１５の時点ｔ１～ｔ２間、時点ｔ３～ｔ４間）。
【０１７１】
　このように、電流フィードバック制御を行っている燃料電池用電圧変換器（第１及び第
２電圧変換器５１、５２）側の目標電流である通過電流Ｉ１、Ｉ２が上限値Ｉ１ｌｉｍ、
Ｉ２ｌｉｍに達するまでは、過渡的な電流が、電圧フィードバック制御を行っている共用
電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）に流れることを抑制しているので、共
用電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）の設定上限値Ｉ３ｌｉｍ、Ｉ４ｌｉ
ｍ、例えば定格電流値を上回る通過電流が流れることを回避することができる。すなわち
、この実施形態では、燃料電池用電圧変換器（第１及び第２電圧変換器５１、５２）を優
先的に使用するが、共用電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）の通過電流余
裕分も使いきることができる。
【０１７２】
　この場合、電流センサ１６１～１６４が、第１～第４電圧変換器５１～５４の各通過電
流Ｉ１～Ｉ４を取得するようにそれぞれ配されると共に、燃料電池１２から流れでるＦＣ
電流Ｉｆｃを取得するために、燃料電池１２の出力側に直接に電流センサ４４として、又
は、燃料電池１２から分岐して共用電圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）に
流れる側の前記分岐した第３通電路７３（分岐路）に電流センサ４４ａとして配される。
【０１７３】
　このように、燃料電池１２から流れでるＦＣ電流Ｉｆｃを、燃料電池１２の出力側に直
接配された電流センサ４４の取得電流により、又は、第１及び第２電圧変換器５１、５２
の通過電流Ｉ１、Ｉ２を取得する電流センサ１６１、１６２と、燃料電池１２から共用電
圧変換器（第３及び第４電圧変換器５３、５４）に流れる側の分岐路（第３通電路７３）
に配された電流センサ４４ａとにより取得された電流（Ｉｔ）との合成電流（Ｉｆｃ＝Ｉ
ｔ＋Ｉｆ＝Ｉｔ＋Ｉ１＋Ｉ２）により正確に読み取ることができる。
【０１７４】
　なお、この発明は、上述した実施形態に限らず、この明細書の記載内容に基づき、種々
の構成を採り得ることはもちろんである。
【符号の説明】
【０１７５】
１０…電動車両　　　　　　　　　　　１２…燃料電池
１４…蓄電器　　　　　　　　　　　　１６…電動機
２０…電圧変換ユニット　　　　　　　２２…ＥＣＵ
５１～５４…第１及び第２電圧変換器　１６１～１６４…電流センサ
Ｉ１～Ｉ４…通過電流　　　　　　　　ＳＷ１…スイッチ
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【図１５】 【図１６】
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